
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク 

消費者被害注意報 Ｎｏ．３８ 

 

相談専用電話 ０４３－２０７－３０００ 
＜連絡・問い合わせ先＞ 千葉市消費生活センター 中央区弁天１－２５－１ 

電話 ０４３－２０７－３６０２  FAX ０４３－２０７－３１１１ 

      ≪相談の内容≫ 

 自宅に「内容確認通知書」と書かれたハガキが届いた。ハ 

ガキには「以前契約した訪問販売会社に未払いがあり、その 

会社が管轄裁判所に訴状申請した事を報告します。」という 

ことが書いてあった。 

 自分は全く身に覚えがないが、管轄裁判所から裁判の日程 

を決定する呼出状送達後に出廷することになり、このまま放 

置すると財産の差押さえをされると書いてある。 

どうしたらよいだろうか？ 

 

 

 

 

《対応の内容》 

ハガキやメールでの架空請求のトラブルについて説明しました。このような、請求に

は根拠がなく、「振り込め詐欺」の一種と思われます。身に覚えがなければ、ハガキに記

載されている会社には連絡せず、そのまま無視するよう助言しました。 

お気軽に消費生活センターにご相談ください。 

相談事例 

自宅に届いた「内容確認通知書」と書かれたハガキ。 

代金が未納？訴状申請？？どうしよう？！ 

 ハガキによる架空請求は、３～４年前に非常に多くみられた手口です。最近は情報が行き渡り、

ずいぶん少なくなってきましたが、ここ 1カ月ほど、また相談件数が多くなってきましたのでご

注意ください。 

「裁判」「財産の差押さえ」など、専門的で不安を煽るような文言があると、連絡をしたくな

りますが、裁判所からの通知は「特別送達」と赤字で書かれた封書が送付され、受け取った証拠

として押印が必要となります。このようなハガキに対する一番良い対処方法は無視することで

す。周りに身に覚えのないハガキが届いたという方がいたら声をかけてあげて下さい。 

見守りのポイント 

 
架空請求ハガキ例 


